
教員には、その職務の特殊性から
給料額の４％（月８時間相当）が一
律に支給されており、長時間の時間
外勤務を行っても、その時間に応じ
た残業手当は支給されません。

教師が自らの授業を磨くとともに、日々の生活の質や教職人生を豊かにするこ
とで、自らの人間性や創造性を高め、子どもたちに対して効果的な教育活動を行
うことができるようになることが、学校における働き方改革の目的です。

（文部科学省）

平成３０年３月に「山口県 学校に
おける働き方改革加速化プラン」を
策定し、業務の見直し・効率化、勤
務体制等の改善や学校支援人材の活
用などに取り組んできました。

○ 各調査や会議等の精選・簡素化
○ 校務支援ツール（小中）の活用、統合型校務支
援システム（県立）の導入

○ 部活動運営方針に沿った部活動運営
○ 「学校閉庁日」「ノー残業デー」「最終退校時
刻の設定」等の実施

○ 学校業務支援員、部活動指導員等の配置 等

時間外業務時間は、原則月４５時間以内、年
３６０時間以内となっていますが、多くの教員
がこの上限を超えて勤務しています。

ある中学校教員の一日（例）

7:40 出勤
登校指導等

8:10 8:10 職員朝礼
8:20 朝の学活
8:45 １～３校時：授業

４校時：教材研究等
12:35 給食指導

給食
13:10 昼休み
13:35 ５・６校時：授業
15:35 清掃
16:00 夕の学活
16:15

16:40
18:00 授業準備・担当業務等
18:50 退勤

部活動指導

勤
務
時
間

休憩

４５分

月当たりの時間外業務時間の状況【R3.4～12月山口県】
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子どもたちが休みでも、普段と同
じように勤務があります。教材・教
具の作成や部活動指導、各種研修な
ど様々な業務を行っています。
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山口県教育委員会

【プランの目標】

県では、社会総がかりで子どもたちの学びや育ちを支援する「地域連携
教育」の取組を推進しています。引き続き、学校教育活動への積極的なご
支援、各種ボランティアや登下校の見守り等へのご協力をお願いします。

長期休業中における「学校閉庁日」の設定や、各学校において「最終退
校時刻」や「ノー残業デー」の設定を行っています。なお、時間外につい
ては、留守番電話による対応となる場合があります。各学校の対応につい
て、ご確認のうえ、学校への連絡は勤務時間内を基本にお願いします。

学校への支援・協力について

時間外の対応について

学校から家庭に配布する文書や調査・アンケート等のデジタル化を推進
しています。各学校からの案内に従い、適宜、ご対応をお願いします。

文書・調査等のデジタル化について

時間外在校等時間※1の上限方針の遵守
「月４５時間、年３６０時間を超える教員の割合を０(ゼロ)％に近づける。」

【プランの３つの柱と１３の取組】

柱１ 業務の見直し・効率化
①事業・校務等の総点検と
精選

②統合型校務支援システム
の導入と運用

③校務におけるＩＣＴの活
用促進

④学校・教師が担う業務の
在り方の整理※2と保護
者・地域への理解促進

柱２ 勤務体制等の改善
⑤勤務時間管理の適正化と
継続的な状況把握

⑥意識改革を図る研修の充
実

⑦部活動の適正化
⑧留守番電話の活用
⑨メリハリのある働き方の
ルール化

柱３ 学校支援人材の活用
⑩コミュニティ・スクール
の仕組みの活用

⑪教員業務支援員の配置
⑫部活動指導員の配置
⑬ＩＣＴ支援員の配置

「ＩＣＴの活用」と「コミュニティ・スクールの仕組みの活用」を各取
組に共通する視点として、学校における働き方改革を推進します。

学校の業務だが、必ずしも
教師が担う必要のない業務

基本的には学校以外が
担うべき業務

①調査・統計等への回答
②児童生徒の休み時間における対応
③校内清掃
④部活動

⑤登下校に関する対応
⑥放課後から夜間などにおける見回り、

児童生徒が補導された時の対応
⑦学校徴収金の徴収・管理
⑧地域ボランティアとの連絡調整

※2 学校・教師が担う業務の在り方の整理：中央教育審議会答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な
学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（Ｈ３１．
１．２５）」において、次のように整理して示されています。

※1 時間外在校等時間：勤務時間外において、学校教育に関する業務を行っている時間のことを言います。


